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はじめに

筆者が被災公文書の救助・復旧活動に
携わるようになって７年目を迎えようとして
いる。地域資料の保全や地域の歴史を調
査する活動に学生時代から関わり、一般
職の地方公務員として就職後も本務とは別
に、関係するさまざまな活動へ参加する機
会に恵まれ、住宅火災による焼損文書の
救助や阪神・淡路大震災で行われた文化
財レスキュー活動に参加する機会を得た。

公文書救助・復旧活動に従事するように
なったのは、国文学研究資料館の青木睦
准教授が中心となって行った「平成23年
東北地方太平洋沖地震」による津波によっ
て被災した釜石市役所の公文書救助活動

である。釜石市役所での活動の合間を利
用して沿岸自治体の公文書の被災状況を
調査するとともに、被災公文書復旧作業
技術の指導も行っていた。また、全国歴
史資料保存利用機関連絡協議会や法政大
学サステイナビリティ研究教育機構、神奈
川県立公文書館が連携して行った陸前高
田市役所における公文書救助活動にも並
行して参加した。

市町村が保存する公文書は、地域の歩
みを伝える貴重な地域資料であることは異
論のないところであろう。しかし、被災公
文書の保全への関心は薄く、人知れず失
われて行くことの少なくない現状に、「でき
ることを」「できる範囲で」関わって行けれ
ばと考え、現在は「常総市行政文書保全
指導員」としての活動を中心に行っている。

本稿では、常総市の被災公文書の救助・
復旧の流れを中心に、水損した紙資料の
保全のために、誰でもできる作業マニュア
ルとしてまとめてみた。 

常総市の被害状況

平成27年９月の関東・東北豪雨に伴い、

常総市内の中央を流れる鬼怒川や八
はち

間
けん

堀
ぼり

川の堤防決壊や溢水、越水、護岸崩壊に
より市域の三分の一が浸水する被害を受
けた。市役所も浸水被害を受け、永年文
書庫は浸水深度92㎝、浸水時間48時間
に及んだ。

永年文書庫内には19列、５連、６段の
電動書架が設置され、文書保存箱で1,140
箱分の永年文書を保存していた。浸水被害
は、書棚の下から３段目の中程までに及び、
被災文書量は文書保存箱570箱になった。

永年文書庫内には、昭和29年に旧水海
道町と隣接する９村が合併した際に引き継
いだ行政資料7,265点と合併後に作成した
公文書約6,500点のほか、未整理の永年
文書が保管され、最も古いものは寛永11年

（1634）「下総国豊田荘福田村検地帳」で
ある。これらの文書は、過去の行政運営
の実態を知ることのできる資料であり、後
世へ引き継ぐべき市民の財産であるため、
その修復を進めている。

 

救助活動の流れ

常総市の永年文書が被災しているとの

時代のニーズに対応した
文書情報マネジメントを紹介

被災文書を救う
　関東・東北豪雨で被災した
　常総市の公文書復旧作業を中心に　

　

常総市行政文書保全指導員　林
はやし

 貴
たか

史
し

搬入先にて筆者
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情報が茨城県に伝えられたのは、市民に
よる一本の電話からだった。この情報をも
とに常総市内における文化財等の被災状
況の把握を行っていた茨城県立歴史館の
職員が、９月21日に市役所を訪れ、水損
した永年文書の状況を確認の上、その対
応について協議した。

これを受けて25日には茨城県立歴史館、
茨城文化財・歴史資料救済・保全ネットワー
ク、国文学研究資料館等の関係者が市役
所を訪れ、文書の搬出及び修復に関する
協議を行い、県教育委員会総務企画部文
化課を通して関係機関へ協力要請を行い、
ボランティアの支援による文書の搬出作業
を行うことが決定した。

同月30日には被災文書の搬出作業を開
始、延べ５日間の活動で、永年文書庫か
らの搬出を10月９日に完了した。搬出作業
に参加したボランティアは、独立行政法人、
地方公共団体、大学その他研究機関の職
員、研究者等のほか、民間事業者、文化
財関連のネットワークに関わる個人等で、
その数は延べ200名を超えた。

搬出作業後は安定化処置をボランティ
アで行っていたが、10月20日にシルバー人
材センターと業務委託契約を行い、その
後は毎日派遣される２名の作業員とボラン
ティアによって作業を継続した。

同月27日には水損行政文書等復元計画
（市長決裁）を策定、翌年１月４日行政文
書保全指導員の委嘱、６日には臨時職員
を雇用し、現在の体制が整えられた。ま
た、より実りある活動とするためには、専
門家や文化財担当部署等との連携が不可
欠と考え、被災行政文書等保全連絡会議
を設置した。

このほか、作業従事者の技能習得のた
めの講習会、ボランティア参加者や市民
への活動報告会やパネル展、博物館学芸

員・歴史資料保存活動者の研修会や視察
への協力を行ってきた。また、平成29年９
月17日に発生した台風18号による大分県の
河川氾濫、冠水等に際しては、津久見市
の被災公文書救助への資材提供及び技術
指導者の派遣に協力した。

被災文書の安定化処理の流れ

被災した文書を復旧するための作業は、
文書の劣化を防ぐために行うもので、安定
化処理と言われる。その工程は文書の搬
出に始まり、乾燥（自然乾燥及び真空凍
結乾燥）、エタノール洗浄、解体、クリーニ
ング、ナンバリング、洗浄、吸水、フラット
ニング・乾燥、収納・装丁などを文書の被
災状況や材質に応じて必要なものを選択し
て実施する。

文書に付着しているカビや塵の中には健
康を害するものもあるので、防塵効果のあ
るマスクや衣服を覆う防護服、ゴム手袋等
を着用し、作業スペースとそれ以外の区域
を区分する必要がある。

搬出 　　　　　　　　　　　　　　　
搬出作業を実施するにあたり、最初に

調整するのは搬出場所の確保である。常
総市では市役所と同一敷地内にある第一
分庁舎とした。当初は１フロアのみの使用
であったが、活動を継続していく過程で
必要面積分の使用が認められ、保管ス
ペースのほかに作業スペース、休憩スペー
スなども確保できた。

搬出先の選定にあたっては、被災場所
からの距離、面積、水回りの有無などを
考慮して行う必要がある。距離が遠けれ
ば、搬出作業に自動車等の使用を考慮し
なければならない。面積の確保を検討す
る基準としては、被災場所が集密書庫の
場合には書庫面積×書架段数の２倍を目
安とした。また、水や電源の有無によって
作業内容の検討が必要となる。

搬出作業は被災状況の記録から始まる。
被災状況の写真撮影を行った後、文書に
収蔵してあった棚の位置番号を付して、被
災度合いごとに仕分して搬出した。

水損した文書は、搬出作業終了後に文
書の紙質や劣化の状況、カビ等の菌類繁

作業場所に搬入された文書と選別作業の様子
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殖状況を基準に、安定化処置方法を文書
ごとに決定した。安定化処置は送風機に
よって風を当てて行う自然乾燥を行うもの
とエタノールによる洗浄を実施するものに
分け、エタノールによる洗浄を実施したも
のは、さらに自然乾燥と冷凍保管ののち
真空凍結乾燥を行うものと仕分を行った。

水損していない文書については文書保
存箱に収納したが、紙に含まれる水分量
が高いため、換気に注意するとともに、カ
ビ等の菌類の有無を確認できるようにふた
はせず、一年間経過観察を行った。

乾燥 　　　　　　　　　　　　　　　
自然乾燥を施す文書は、一回り大きな

ダンボールで挟み、平テープで縛り、床
に立てて平置きし、送風機で風を当てるこ
とで乾燥の促進を図るとともに、乾燥時
に生じる歪みの軽減を図った。

送風による自然乾燥は、文書の表面が
乾いても内部は濡れていることが多く、１
ぺージずつ開いてカビや乾燥状態を確認
し、処置の見直しを行い、各文書の処置
方法の確定までに３ヵ月を要した。

乾燥の進みが遅いものには、文書より
一回り大きい吸水紙（新聞紙をキッチン
ペーパーで挟んだもの）を２～３㎝ごとに挟
み、カビ等の菌類の繁殖が抑制できてい

ないものには、エタノール洗浄を試みた。
その後、カビの繁殖が心配ない程度の水
分率９パーセント以下まで乾燥するにはさ
らに３ヵ月もの時間を要した。

エタノールによる洗浄を実施したものの
うち、自然乾燥により安定化を図った文書
は、プラスチック製のコンテナに入れ、乾
燥を行った。冷凍保管ののちに真空凍結
乾燥を行うものは、洗浄後ビニール袋に入
れてから業務用冷凍庫で凍結したのち、
冷凍倉庫へ送付して、真空凍結乾燥の実
施まで保管した。

真空凍結乾燥は独立行政法人国立文化
財機構奈良文化財研究所において実施し
た。フリーズドライと呼ばれる方法で、あ
らゆるものの乾燥に用いられ、さまざまな
文化財等の保存修復にも用いられている。
常総市では文書保存箱80箱を真空凍結乾
燥によって保存措置を講じた。

エタノール洗浄 　　　　　　　　　　
エタノール洗浄は、カビの繁殖を防ぐた

めに実施するもので、75パーセントに希釈
したエタノールを文書が収まる容器に入れ、
文書表面のカビを洗い流した。常総市で
は大量に文書が被災したため、安定した
効果と作業効率を考慮し、この手法を採
用したものである。洗浄後自然乾燥を行う
文書は不織布で包んでプラスチックコンテ
ナに入れて乾燥が終了するまで未洗浄の
ものと区別して経過観察を行った。被災
文書が少量の場合で、経過観察が容易に
行える場合は継続的なエタノール噴霧でも
効果が得られると思われる。

真空凍結乾燥を実施するものについて
は、複数の文書が一体化しないように１点
ごとにビニール袋やラップで包み、冷凍庫
で凍結を行った。エタノール濃度が高いと
冷凍庫に入れても十分に凍結しないため、

真空凍結乾燥ができない場合もあるので
注意が必要である。

解体 　　　　　　　　　　　　　　　
綴じ紐やファイルをはずして簿冊をばら

す。また、簿冊内のクリップやステープ
ラーなども併せて取り除いていく。泥水に
浸かって紙が固着してしまっているものも
あるため、１枚ずつ丁寧にはがしていく必
要がある。大変に根気を要する作業だが、
簿冊によっては、水損によって溶け出した
綴じ糊の成分で、紙が完全に接着しては
がれないものもあり、また、紙の繊維にカ
ビの色素が沈着してしまっているものもあ
る。劣化が進んでいる酸性紙や和紙等は、
特に注意を要する。

クリーニング 　　　　　　　　　　　
クリーニングは、刷毛やクリーニングク

ロス、スパチュラ（へら）を使い、１枚ず
つほこりやごみ、カビなどを払い落す作業
で、ドライクリーニングともいう。ボール紙
で作られたボックスの奥に掃除機のホース
が取り付けたクリーニングボックスの中で
行うことで、付着物の飛散を防止している。
掃除機はHEPAフィルター（微細なほこり
を取り除く高性能フィルター）が付いたもの
が望ましい。また、文書によっては乾燥の
過程で固着したものがあるので、慎重に
はがす必要がある。吸水紙を挟み込んで、平テープで縛った文書

文書に繁殖したカビ
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クリーニングによって、水損した文書も
おおむね閲覧できる状態となる。文書の
汚損の状態や将来の保存・利用状況を考
慮し、洗浄した上で再び乾燥や複製の作
成などその後の作業を検討する。

ナンバリング 　　　　　　　　　　　
ばらした簿冊のそれぞれのページに鉛

筆でページ番号を記入していく。これは、
この後の作業によってページの散逸や錯誤
を防ぐために行うものである。

ページ番号は、単に連番を記入するだ
けではなく、文書の管理番号を併記する
などの一定のルールを設けて行う必要があ
る。作業者の間で付番のルールを共通理
解することで、取扱いの誤りをなくすこと
ができる。

洗浄 　　　　　　　　　　　　　　　
ドライクリーニングを施しても汚れ落とし

が不十分な場合は、紙そのものを水道水
で洗浄した。「フローティング・ボード法」
と呼ばれる手法である。

フローティング・ボード法は、1966年に
フィレンツェを襲ったアルノ川の大洪水で

大規模被災をした図書館や文書館の資料
等を洗浄修復するために開発された手法
である。

まずはネットに挟み、70パーセントのエ
タノールを十分に噴霧して消毒する。ネッ
トは、網戸用の市販品で、切り分けてもほ
つれない商品を使用している。水分を含ん
だ紙は破損しやすくなるため、その保護の
ためにネットに挟んで取り扱っている。

水道水を入れたバット（容器）にスチレン
ボード（白い樹脂板）を浮かべ、その上に
ネットに挟んだ文書を入れ、水中に沈めな
がら刷毛で汚れを洗い流す。汚れがひど
い場合は、紙の破損に注意しながらネット
をめくって直接刷毛で洗い流す。

  
吸水 　　　　　　　　　　　　　　　

洗浄後の文書をネットに挟んだまま、吸
水タオルを押し付けて吸水する。このとき、
十分に吸水できていないと乾燥時間が長
くかかるため、丁寧な作業が必要となる。

吸水タオルは、手拭き用、掃除用、洗
車用などさまざまな商品があるが、常総市
の作業ではペット用の大判のものを使用し
ている。

吸水後は、表側のネットをはずして文書
に不織布を乗せ、反転して同様に不織布
で文書を挟む。一般的に、濡れた紙を他
の紙などに触れたまま乾燥した場合、紙
同士が固着してしまうが、不織布は、乾
燥時に固着することはない。

フラットニング・乾燥 　　　　　　 　
不織布で挟んだ文書は、さらに濾

ろ

紙
し

で
挟んだ上、段ボールシートで挟む。濾紙は、
水分を吸収、拡散して蒸発しやすくするた
めで、段ボールシートは、波型の断面の間
を空気が通り、乾燥を促進する。これら
を文書と共に層状に重ねて、送風機の風

を当てて乾燥する。エア・ストリーム法と
呼ばれる手法である。

乾燥にかかる時間は、季節や紙質、枚
数にもよって異なるが、おおむね３時間か
ら４時間程度で乾燥する。乾燥状態の確
認は、水分計を使用して行い、水分率が
９パーセント以下であれば送風を終える。
送風時には、漬物石を載せて加重するこ
とによって、紙１枚１枚が平らに整って乾
燥し、しわや折り目をなくすことができる。

収納・装丁 　　　　　　　　　　　　
乾燥後は、文書を取り出してページの順

番を揃え、綴り直して作業が完了する。綴
り直しにどのような装具を使用するかは、
常総市ではまだ未定である。文化財的価
値の高いものには被災前の装丁を施すこと
が必要だと考えている。比較的新しい市
販品のファイル等を用いた文書は作業効率
を考慮した統一的な装丁を用いることも必
要だと考えている。今後更なる処置が必要
となる可能性があれば簡易な手法も考慮
する必要がある。

収納・装丁の決定は書庫の復旧と被災
公文書の複製作成（デジタル化等）の課題
とともに検討していく。

まとめにかえて

常総市の被災公文書のうち、合併（昭

クリーニング フラットニング・乾燥

洗浄時の文書位置図
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和29年）以降に作成された公文書について
は、そのほとんどを自然乾燥による処置
で済ませることができた。水損文書の劣
化は、カビや菌類による紙の繊維の分解
によって生じると思われ、劣化の著しい文
書は和紙や薄い用紙を使用していた。

津久見市の被災公文書救助活動では、
現在も使用している現用文書で、比較的
新しい約300点を対象とした。安定化処置
として吸水紙の挟み込みと送風による乾
燥を施すために、５名で２日間を要した。
乾燥終了後の被災文書の使用はカビ等の
身体への影響を考慮し、コピーした副本
を用いるようにしているとのことである。

津波によって被災した陸前高田市の公
文書は、常総市と同様の処置を施すと同
時に、PDFによるデジタル化を行い、文
書利用者の健康被害防止を図っている。
しかし常総市の被災公文書と比べ、カビ
による劣化は少なく、綴じ具によるサビで
の劣化が顕著であった。

文書の水損は災害によるものばかりでは
なく、漏水や雨漏りなどで生じることも少
なくない。そして、水損した文書の多くは、
どうしたらいいのかわからず、人知れず廃
棄されているのではないだろうか。本稿が
それらの文書を救う一助となれば幸いで
ある。

最後に、常総市公文書復旧活動にはこ
れまで延べ1,000名余のボランティアの方
に参加いただくと同時に、多くの機関・個
人の方々から資機材をご提供いただいた。
また、茨城県（教育委員会総務企画部文
化課、歴史館）、独立行政法人国立文化
財機構、大学共同利用機関法人人間文化
研究機構国文学研究資料館、茨城文化財・
歴史資料救済・保全ネットワーク、全国歴
史資料保存利用機関連絡協議会、国立公
文書館等から御指導・御助言・御支援を
いただいた。ここに記して感謝の意を表し
たい。

■お問い合わせは
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-9-8
Tel.03-5645-1561   FAX.03-5645-1563
sales@hatsucoh.co.jp
http://www.hatsucoh.co.jp

※信頼性と耐久性に優れた「静電容量方式（無接点）」を採用しました。
※キーの荷重が30gのため、指への負担が少なく疲れにくい設定です。

EM2015 プライベートクラウド・エントリーシステムは
QCD+Sで理想的な運用を実現します。
・・・・・品質の向上

・・・・・コストの削減

・・・・・納期の順守

・・・・・セキュリティの強化  

Q
C
D
S

JIS029キーボード
・・・・・品質の向上

・・・・・コストの削減

・・・・・納期の順守

・・・・・セキュリティの強化  ※信頼性と耐久性に優れた「静電容量方式（無接点）」を採用しました。
※キーの荷重が30gのため、指への負担が少なく疲れにくい設定です。
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はじめに

国立国会図書館（以下「NDL」という。英語名National Diet 
Libraryの略）は、平成30年の今年、開館70周年を迎える。
NDLは、出版物を中心としたさまざまな資料の収集・保存を行
い、国会活動を補佐する役割を担うと同時に、国民の皆様に唯
一の国立図書館として奉仕する役割を担ってきた。この基本的
役割を踏まえつつ、NDLは、2020年までの期間を設立100周
年までを見通した長期的展望のスタート地点として位置づけて、
昨年度から新たな中期ビジョン「ユニバーサル・アクセス2020」１

を掲げている。ビジョンは「連携：情報基盤の拡大・深化に寄
与する」という行動指針を含んでおり、「NDLの資料・情報は、
他の機関の資料・情報との総合的な利用により、ますますその
真価を発揮する」という考えのもと、連携・協力を推進するとし
ている。

また、同じく2020年までをターゲットにしている「第四期国立
国会図書館科学技術情報整備基本計画」２（平成28年３月策定）
は、文献から研究データまで多種多様な資料・情報への長期
的かつ広範なアクセスと利活用を可能にする基盤となる「深化型
知識インフラ」の実現を目指すとしており、その一環として「多
様なコンテンツのメタデータの統合的検索機能の提供」に取り組
むとしている。

これらNDLが目指す方向は、「知的財産推進計画」３等におい
て政府が進めるデジタルアーカイブ社会の実現に向けた動き（前
号掲載記事４参照）とも一致している。現在、ＮＤＬは、国全体
で取り組む分野横断統合ポータル「ジャパンサーチ（仮称）」の
2020年までの構築に向けて、内閣府をはじめとする関係諸機関
と連携・協力して取り組んでいるところである。本稿では、ジャ
パンサーチ（仮称）の取組みについて紹介する。

NDLサーチからジャパンサーチ（仮称）の実現へ

NDLは、これまでも国立国会図書館サーチ（以下「NDLサー
チ」という）５を通じて、全国の図書館を中心に、公文書館、博
物館・美術館や学術研究機関等の所蔵情報の連携に取り組ん
できた。現在、約100データベース、1.2億件のメタデータの検
索が可能となっている。しかし、NDLサーチと博物館・美術館
等の図書館以外の領域との連携は、必ずしも充分に進んできた
とはいえない状況である。課題として、メタデータの構造をはじ
め、NDLサーチの仕組みが書籍に特化したものとなっているこ
となどが指摘されている。例えば、NDLサーチは平成29年３月
に文化庁の文化遺産オンライン６の一部（国指定文化財等データ
ベース）との連携を実現したが、国宝や重要文化財といった「指
定区分」は書籍のメタデータ項目で該当するものがなく、その分
野・領域に特化した項目を充分に活かす形で受け取ることはで
きていない。また、検討から実際の連携に至るまでに時間も要
した。

国の分野横断統合ポータルは、多種多様なコンテンツのメタ
データを集約・提供し、コンテンツの利活用を促すプラット
フォームとしての機能をもつことが求められる。そこで、NDL
サーチとは別に、図書館以外のさまざまな分野・領域がもつメ
タデータについても、連携しやすく、かつ、利活用もしやすい
仕組みをもつ「ジャパンサーチ（仮称）」を新たに開発することと
した。それでもNDLサーチで培った連携拡張の経験は、最大
限活かすことができると考えており、さまざまな立場の有識者の
方々のご意見もお聞きしながら、検討を進めているところである。

ジャパンサーチ（仮称）が目指すこと

我が国のデジタルアーカイブ推進のため、NDLが果たす役割
は、図１のとおりである。NDLは、NDLサーチを通じて、書籍
等分野の「つなぎ役」として、これまでどおり書籍に特化したメ
タデータの集約・提供といった役割を果たす。「つなぎ役」とは、
分野･地域コミュニティにおいて、メタデータの集約・提供、標
準化等デジタル情報資源の共有化を促す役割を担う組織を指す
ものである（前号「日本のデジタルアーカイブを考える①」参照）。

国立国会図書館電子情報部

国の分野横断統合ポータル
ジャパンサーチ（仮称）の構築に向けて

日本のデジタルアーカイブを考える 　　❷

１　http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/vision2020.html
２　http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9972947
３　NDLは立法府に属する機関であるが、アーカイブの施策は国全体として取り

組むものであり、重要な役割を担っているため、「知的財産推進計画」におい
ても、便宜NDLのアーカイブに係る事業について記載されている。

４　内閣府知的財産戦略推進事務局「デジタルアーカイブ社会の実現に向けて」
本誌2018年３月号, pp.12-14

５　http://iss.ndl.go.jp/
６　http://bunka.nii.ac.jp/
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これに加えて、NDLは、国の分野横断統合ポータルとしてジャ
パンサーチ（仮称）を構築し、さまざまな機関の協力を得て、我
が国が保有するあらゆるコンテンツのメタデータの共有化を図っ
ていく。

メタデータとは、コンテンツの内容や所在等の情報を記述す
るデータをいい、ジャパンサーチ（仮称）でコンテンツそのもの
の収集・保存までは想定していない。コンテンツについては、各
アーカイブ機関または分野・地域ごとのつなぎ役において一義的
には保存・公開されるものであり、そこへのナビゲーションをお
手伝いするのがジャパンサーチ（仮称）の大きな役割と考えている。

例えば、Yahoo!やGoogle等の検索エンジンで検索すれば、
ジャパンサーチ（仮称）のページがヒットし、そこから当該メタ
データが掲載されているアーカイブ機関またはつなぎ役のページ
に飛ぶことを想定している。これにより、ジャパンサーチ（仮称）
を介したデータ提供機関のアクセスが増えるものと考える。また、
API（外部提供インターフェース）等の提供によって、集約したメ
タデータの利活用を容易にできるようにすることも想定しており、
これにより、研究・教育、防災、ビジネスでの活用、さらには
海外発信の強化にもつながると考えている。ジャパンサーチ（仮
称）から提供されるメタデータに付加価値を付けることで、新規
ビジネス・サービスが創出され、デジタルコンテンツの保存・共有・
活用が促進されるといった重要な役割も果たし得る。

プロトタイプの構築イメージ

まずはプロトタイプの構築に着手するため、そのあるべき機

能について検討を進めている。当然のことながら、国の分野横
断統合ポータルとして、メタデータの検索機能を提供することは
必須である。しかし、従来どおりの検索機能だけでは、ノイズ
が多くて使いづらいものになりかねない。そこで、「カスタム検
索」といって、ユーザーが検索対象としたいデジタルアーカイブ
とそのメタデータ項目を自由に選択して串刺し検索できる仕組み
を用意することを検討している。この連携元のオリジナルのメタ
データ項目を使った新たな検索方法により、特定の分野・領域
に特化した検索が可能になると考える。

加えて、「メタデータを集約して何ができるのか」とよく聞かれ
ることへの解として、ジャパンサーチ（仮称）自体が魅力ある利
活用のモデルケースを提示する必要がある。そこで、検索せず
とも、クリックするだけで楽しめる「キュレーションページ」といっ
たものを用意することも検討している。キュレーションページの
例は図２のとおりである。特定のテーマについて、画像や解説、
検索結果を予め編集した形で表示するページである。我が国の
コンテンツの海外発信にもつながるよう、英語版も必要だと考え
ている。キュレーションページは、データ提供機関の方々にも
作成してもらえるよう、編集機能も開発する方向で検討を進め
ている。

さらなる利活用促進のためには、従来NDLサーチが行ってき
たメタデータのAPI提供に加えて、検索機能やキュレーション
ページといったものを部品として、データ提供機関が自らのウェ
ブページに簡単に取り込めるような仕組みの開発も必要である
と考えている。

現在検討しているプロトタイプの構築イメージはこのようなも

メタデータの流れ  
デジタルコンテンツ
の流れ

 

【活用者層】国民（地域住民、ビジネスマン、学生、研究者等）、日本に興味のある外国人 
 新規ビジネス・サービスの創出 教育の教材利用 

日本文化発信⇒インバウンド効果 観光用VR⇒地域創生へ 研究活動の活性化 

災害時の復興（防災対策） 

国の分野横断統合ポータル 
ジャパンサーチ（仮称） 

・我が国保有コンテンツの
メタデータ集約/API提供 
・全体標準化 
・利活用の促進 

【関係府省等】 
・内閣府の会議体を通じた協力 
・ガイドラインの普及 
・デジタルアーカイブ推進のため
の法的整備 
・人材育成のための施策 
・アーカイブ活用促進策  等 

・（分野ごとの）メタデータ集約・API提供 
・（分野ごとの）ポータル提供 
・メタデータ等の標準化 
・長期アクセス保証 

書籍等 
分野 

放送番
組分野 

メディ
ア芸術
分野 

地域
アーカ
イブ 

文化財
分野 

・メタデータの整備 
・デジタル化（コンテンツ拡充） 
・ウェブでの公開 

【各アーカイブ機関】 

【国立国会図書館】 

 

図書館、官公庁、企業、美術館・博物館、文書館、文化施設、地方公共団体等 

【分野・地域コミュニティのつなぎ役】 書籍等分野は
国立国会図書
館サーチ 

新しい知
の創造 
経済的価
値の創出 

 
 
 
 
 

多様な分野のメ
タデータは 
ジャパンサーチ 

利活用促進のための基盤整備 

恒久的保存のための基盤整備

図１　ジャパンサーチ（仮称）構築に向けて
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のであるが、実際に構築するに当たっては、さまざまな方々の
ご意見をいただきながら、最大限よりよい仕組みを目指して開
発を進めていく予定である。

ジャパンサーチ（仮称）成功のカギ

ジャパンサーチ（仮称）の成功は、連携するデジタルアーカイ
ブ上で、いかに魅力あるデジタルコンテンツがオープンに公開さ
れ、メタデータが流通しやすいライセンスで提供されるかにか
かっている。

コンテンツを保有する各アーカイブ機関におかれては、メタデー
タを整備し、デジタル化を推進するなどしてデジタルコンテンツ

の充実を図ることが望まれる。かつ、作成・収集したデジタル
コンテンツをウェブ上で公開してもらえれば、ジャパンサーチ（仮
称）でヒットしたメタデータから、そのURLを案内できる。デジ
タルコンテンツの公開が難しい場合でも、せめてサムネイル／プ
レビュー（縮小画像や一部表示）が公開されているとありがたい。
著作権等の関係からデジタルコンテンツの公開、特にオープン
化までは難しいことが多いが、その場合は、二次利用条件を提
示することで、利活用が促進されると考えられる。また、少なく
ともメタデータは、誰でも自由に二次利用できるオープンなライ
センスでの提供が望まれる７。いずれも各アーカイブ機関の判断
によるものであるが、特に国や地方自治体等の公的機関におか
れては、デジタルアーカイブの推進のためにご検討をお願いした
いところである。

また、ジャパンサーチ（仮称）が個別アーカイブ機関とそれぞ
れに連携することは実務上難しく、「つなぎ役」を介した連携が
望ましい。連携方針については、内閣府の「デジタルアーカイブ
ジャパン推進委員会・実務者検討委員会」で議論中であるが、こ
れからメタデータ整備やデジタル化に取り組むアーカイブ機関の
ためにも、早期の「つなぎ役」の明確化が望まれるところである。

最後に

我が国が生み出すさまざまなコンテンツ（書籍、文化財、美
術品、資料・史料、放送番組、ゲーム、アニメ、メディアアー
トなど）について、公開されているデジタルコンテンツの量は海
外と比べてかなり少ないのが現状である。公開されるデジタル
コンテンツが増えることが望ましいのは間違いないが、一足飛
びにそこまで行くのが難しい機関については、まずは所在情報
を共有化するだけでも価値があると考える。所蔵資料・収蔵品
等の管理をエクセル等の表形式ソフトを用いた整備からはじめ、
そのうち公開可能なメタデータを「つなぎ役」を介してジャパン
サーチ（仮称）につながるようにすることが第一段階ともいえる。

ジャパンサーチ（仮称）の取組みは端緒についたばかりではあ
るが、2020年の構築を目指し、内閣府をはじめ関係省庁及び
主要アーカイブ機関等と連携・協力して、利用価値の高いもの
を作っていきたいと考えている。引き続きの支援とご協力をお願
いする次第である。

７　内閣府の「デジタルアーカイブの連携に関する関係省庁等連絡会・実務者協議会」
が取りまとめた「デジタルアーカイブの構築・連携・共有ガイドライン」（平成29
年4月）では、公的機関のメタデータや公的助成を受けて作成されたメタデータに
ついては、CC0（著作権法上認められる、その者が持つ全ての権利を放棄して、
パブリック・ドメインに提供すること）を採用することが推奨されている。

図２　キュレーションページのイメージ（「伏見稲荷大社」を扱った例）
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はじめに

2017年10月に、Web調査と訪問調査により、国内における電
子文書情報流通に関する意識調査を行いました。以下で、その
概要を報告します。

なお、この調査は、平成29年度省エネルギー等国際標準開
発の一環で、文書及びデータの高度情報管理に関する国際標準
化活動の一部として実施しました。

文書情報流通の課題

他の組織に文書情報を提供する場合、一般に提供者と利用
者の間で、情報の範囲、利用目的、機密条項、などを合意した
機密維持契約を結んだ上で利用者に提供しています。しかし、
提供する情報が大量であったり、ノウハウ、素材情報や品質情
報など権利関係が難しい情報が含まれていたりすると、提供し
た文書情報が契約内容通りに利用されているかどうかの確認が
難しい面があります。

このような現状から、適切な利用者が、適切な期間、意図
（目的）に従って、情報の利用を行うようにするためのコントロー
ル「統制」や確認を行える仕組みが求められています。

文書情報関連市場全体の推移

まず、2016年のドキュメント関連機器・サービス全体の市場を
調査しました。図１に示すように、前年比1.2％増で、これは、国
内IT市場予測（2017年９月発表、IDC Japan）とほぼ同じです。

傾向として、ハードウェアの市場は横ばいからやや縮小に変
わりつつあります。今回の調査対象の中で、レーザーMFPの
ハードウェアは、高速化や価格の低下などがあり、紙への出力

（プリントアウト）用途の他に、文書の電子化のためのスキャナ
機能やそれを活かしたドキュメント管理のソフトウェア製品など、
紙文書からデジタル文書にオフィスの文書作成が移行する中で、
単純なコピー機や出力機としての用途の減少が出荷高縮小の背

景にあります。
紙媒体に依存するハードウェアの縮小傾向は、見方を変えれ

ば文書の電子化の表れであり、出荷傾向としては順当ともいえ
ます。また、スキャナ、OCRの出荷額（JEITA調べ）も、スキャ
ナがマイナス、OCRも2015年以降のプラス成長が2014年の出
荷額までは戻していないため、2014年から2020年予測までの平
均成長率はマイナスとなっています。

一方で、図２に示すように、ハードウェア系の製品に比べて、
文書流通関連のソフトウェアやサービスの売上、ビッグデータの
活用やクラウド環境のアーカイブ用に注目される磁気テープや光
ディスク（データアーカイビング用）が伸びており、文書管理ツー
ル／ ECM もプラス成長、入力・保管は紙の書類の受け入れ増
加でプラス推移になると予想されます。

文書情報流通基盤の市場動向 　　❷

日本文書情報マネジメント協会

特別研究員　木
き

村
むら

 道
みち

弘
ひろ

国内における
電子文書情報流通に関する
意識調査結果
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入力・保管（サービス）

図１　市場全体推移

図２　カテゴリー別の伸び率
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電子化が進む中で、主役がソフトウェアやサービス等へ移っ
ていることの現れといえます。

文書情報流通に対する認識

文書情報流通に関して、電子文書への移行、電子文書の真
正性、利用制限及び追跡・遡及のそれぞれについて、重要性と
その達成の難易度の認識は、表１の結果となりました。

図３は、これを直観的に捉えるために、「非常に（重要／難し
い）」に２点、「やや（重要／難しい）」に１点、「あまり（重要では
ない／難しくない）」に-１点、「まったく（重要でなない／難しくな
い）」に-２点の重み付けを行い、その平均点を算出しています。
この数値化で、中央（どちらともいえない）は０となり、最大２点、
最小は-２点となる。点数自体にあまり意味はなく、プラスかマ
イナスか、またその点数の順位等で、対象の重要度や難易度の
判断ができます。

全体として、重要性の点数が高く、難易度の点数が低いこと
から、重要であり、かつ、技術的にも提供は可能。難易度につ
いては概ね１点平均となっているため、「やや難しい（技術面や
環境面）」というニュアンスが読み取れます。

文書情報流通に関する課題

次は、サービスを提供するメーカーや販売会社、利用する
ユーザー企業、及び社会的な観点からの課題認識を整理した
結果です。
a）サービスを提供するメーカーや販売会社の課題

複数回答（MA）と単一回答（SA、最も大きな理由）から、ユー
ザー企業が電子化にあまり積極
的ではなかったり、無理解で
あったりすることにより、メー
カーや販売会社としては潜在需
要があるにも関わらずソリュー
ションの機会獲得に苦労してい
る状況です。

回答を、①製造・販売SI、②
ソリューションソフトウェア開発、
③イメージ入力処理、④保管・
BPO・コンサル等の各々の事業
者別に単一回答で見ると、①製
造・販売SI事業者は、専門家や

コンサルタント等指導する側の人材の不足という回答が最も多く
（42.9%）、②ソリューションソフトウェア開発事業者は、その裏返
しでメーカーや販売事業者側の理解不足を上げています（37.5%）。

また、③イメージ入力処理業者は営業力不足が最も多く、
（35.7%）、④保管・BPO・コンサル等の事業者は、メーカーや
販売事業者側の理解不足と、専門家やコンサルタント等、指導
する人材の不足という回答が拮抗しています（それぞれ33.3%）。

文書情報流通基盤の市場動向②
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電子文書の真正性 重要度 55.4 37.8 6.8 0 0
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電子文書の利用制限 重要度 45.9 36.5 16.2 1.4 0
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表１　文書情報流通に関する重要度・難易度

図３　文書情報流通に関する重要度・難易度（点数化）

図４　メーカー・販売会社の課題
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b）利用するユーザー企業側の課題
複数回答の結果を見ると、専門家

やコンサルタントとの接点があまりな
いことなどが課題として挙げられてい
ますが、もっとも大きな理由は「理解
不足」と「用途が見つけられていない」
ことであり、電子化や文書情報の流
通の先にある目標が見えていないこと
が大きいといえます。業界団体等によ
る、さらなる普及啓発活動が求めら
れるところです（図５）。

c）社会的な課題
認知度向上と同時に、文書情報流

通に関する統一化された基準やガイダ
ンスが求められています。また、専門
家や指導する人材の強化が必要であ
ることが分かります（図６）。

JIIMAへの期待

ビジネスの拡大と売上増加に向け、
関連ソリューションを提供するメーカー
や販売店が業界団体（JIIMA）に期
待するところは、前述の各課題が解
決されることであり、メーカーや販売
店とユーザーを結ぶ業界団体の役割
はますます重要度が増しています。こ
れには、仕事の発注者である企業
ユーザーの啓発と、それを進めるた
めの政府への働きかけが効果的であ
り、期待値も高いという結果になって
います（図７）。
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文書情報流通基盤の市場動向②
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図５　利用する企業側の課題

図６　社会全体の課題

図７　業界団体（JIIMA）への期待



2017年10月　eドキュメントフォーラム「電子帳簿保存法におけるスキャナ保存制度と新たな『一問一答』について」
のセミナーに寄せられた質問について回答しています。
（2017年７月発表の国税庁取扱通達・電子帳簿保存法一問一答が反映されています）

JIIMAセミナーに寄せられた質問から

電子帳簿保存法 スキャナ保存　   &　　　Q A

A4

A2

A3

相手先の検索要件について。精算書がスキャナ保存可能な場合、旅費・宿泊費・その他の経費（印紙など非課税含む）への消費税支払
先である相手先名まで検索できなくなりますが、問題はないですか？

今後、軽減税率が導入された場合について。立替を行った明細の内容によって、消費税率が変わることになり、合計金額から容易に消
費税額を算出できなくなるが、スキャナ保存の対象として問題ないのか？

タイムスタンプのまとめ打ちを行うタイミングについて。対象文書をスキャニングし、原本と電子化文書を照合した後の複数の電子化文
書に対して、XAdES方式により、まとめてタイムスタンプを付与する場合は、スキャニング及び原本照合を行った当日に行わなければ
ならないでしょうか？

原則、タイムスタンプはスキャニングと同時又は、スキャナで読み取り正しくスキャニングされていることを確認したつど付
与することとなりますが（㋜問32）、複数の電子化文書をまとめてタイムスタンプを付与する場合は、同等確認を行った後の
電子化文書を改ざんができないような環境下で管理する必要があり、承認を受けた入力期間内であらかじめ運用規程等で決め
たタイミングでタイムスタンプ付与を行えば良いものと考えられます。ただ、スキャニングを行った日を特定するためにも、
当日中の付与を推奨します。

複数の領収書が添付されていると思われますので、それぞれの領収書ごとに相手先名を含む検索キーを入力し、当該精算書が
検索できる必要があります。

この質問は、スキャナ保存の要件と関係がないことから、回答できません。

Q2

Q3

Q4
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A1

消費税法の解釈について。精算書に従業員が立替した出張旅費や備品等の明細が記載され、会計伝票にはその合計額で記帳されている
場合、帳簿代用書類が適用できない消費税法に照らし合わせて、請求書をスキャナ保存の対象として法的に問題ないでしょうか？（ス
キャナ保存すれば「綴り合せたものを併せて保存する」になりますか？

国税庁HPのタックスアンサーに消費税の仕入税額控除について「No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容」
に、帳簿代用書類の取扱いについて以下の通り記述があります。

5　仕入税額控除の要件としての帳簿代用書類の保存の可否
法人税法では、法定事項を帳簿に記載することに代えて、それらの記載事項の全部又は一部が記載されている取引関係書類を整理・
保存すること（帳簿代用書類）を認めていますが、この帳簿代用書類は、消費税法第30条第８項《仕入れに係る消費税額の控除》
に掲げる帳簿として扱われるものではありません。

したがって、帳簿代用書類が保存されていても、消費税の仕入税額控除のための帳簿については、記載すべき事項の全部又は
一部が欠落していることになりますから、「帳簿及び請求書等の保存がある」とは認められないことになります。ただ、帳簿
代用書類のうち、課税仕入れの相手方から受け取ったものは通常「請求書等」に該当すると考えられますから、申告時にその
書類を個々に確認することなく仕入控除税額を計算できる程度に課税仕入れに関する法定事項が帳簿に記載されていれば、そ
の書類と帳簿を保存することで仕入税額控除の要件を満たすことになります。
つまり、関連する帳簿に仕入控除税額を計算できる程度の事項が記載されていれば、当該精算書を「請求書等」としてスキャ
ナ保存できることになります。

Q1

JIIMA法務委員会

※㋜：国税庁 電子帳簿保存法一問一答 【スキャナ保存関係】

従業員立替経費精算等における精算書のスキャナ保存に関して

タイムスタンプの付与に関して



A5

電子署名を付与した場合の付与タイミングについて。XAdES方式によりタイムスタンプをまとめて付与する場合、電子署名をあわせて
保管する仕組みとなっているが、電子帳簿保存法の改定により、電子署名が必須ではなくなったので、電子署名の失効情報の取得タイミ
ング（翌日でなくても良いか）やタイムスタンプの付与タイミングは、前項のアンサーの通りでよいでしょうか？

入力者情報の確認を電子署名で行う場合、電子証明書の失効情報は一般的には翌日発行されるものを取得しますが、必ずしも
翌日のものを取得する必要はなく、アーカイブタイムスタンプを付与する前に取得すれば良いとされています。
なお、前項の回答は署名タイムスタンプ付与のタイミングを言っています。

Q5

A6

A7

A8

タイムスタンプの付与を上記の工程で、スキャンや確認
時ではなく、夜間など別時限にしても問題ないですか？

システム障害などで翌日にタイムスタンプを取得しても問題ないでしょうか？

一般購入品の請求書をスキャナ保存する際はタイムスタンプは必要？

原則、タイムスタンプは電子化文書の改ざんに対処する観
点から、スキャニングと同時又は、スキャナで読み取り、
正しくスキャニングされていることを確認したつど付与す
ることとなりますが（㋜問32）、同等確認を行った後の
電子化文書を改ざんされないような環境下で管理していれ
ば、当日の夜間などの業務後にタイムスタンプ付与を行っ
ても差し支えないと考えられます。なお、運用規程等で上
記処理フローを規定しておく必要があります。

明らかに保存義務者の責めに帰すべき事由でない場合、その事由が解消したのち直ちに付与すれば問題ありません。また、当
該システム障害等の日時や原因等の内容を記録として保存しておくことを推奨します。

日本データ通信協会が認定するタイムスタンプ局によるタイムスタンプを付与する必要があります。

Q6

Q7

Q8

同
一
営
業
日

日
中
帯

①スキャン
②検索項目エントリ
③イメージ＆エントリ内容確認

夜
間
帯

④タイムスタンプまとめ打ち

A9

経理担当者が原本と電磁的記録とを同等だと確認する場合は、３日以内のタイムスタンプが不要とありますが、例えば、３日以内にタイ
ムスタンプが押せなかったもののみ経理担当者が原本と電磁的記録をチェックするということで可能でしょうか？
またその際にタイムスタンプはどのタイミングで押すべきでしょうか？

可能です。
その際のタイムスタンプは、承認を受けた入力期間（速やか又は業務サイクル後速やか）内で、受領者以外の者が同等確認を
行ったつど付与することになります。

参考　Q＆A問32
国税関係書類の受領者等がスキャニングした後、その国税関係書類全てについて、経理担当者が書面と電磁的記録とが同等であるこ
とを確認することとしている場合、受領者等が署名の上、３日以内にタイムスタンプを付す必要がありますか。
【回答】
規則第３条第５項第２号ロに規定されている「国税関係書類の受領者等が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」とは、受領
者等がスキャニングからタイムスタンプを付すまでを一人で行うことにより、受領等から入力までの各事務について相互にけんせいが機
能する事務処理体制がとられていない場合をいい、受領から入力までの各事務について、相互にけんせいが機能する事務処理体制が
とられている場合は、「受領者等が読み取る場合」に含まないこととしています（取扱通達４‐23の２）。
したがって、国税関係書類の受領者等がスキャニングした後、その国税関係書類全てについて、経理担当者が書面と電磁的記録とが
同等であることを確認することとしている場合は、相互にけんせいが機能するため、受領者等が署名の上、３日以内にタイムスタンプを
付す必要はありません。

Q9
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電子帳簿保存法一問一答　スキャナ保存関係　問32に関して



特定書類の取扱に関して

その他の質問

A10

A11

A12

A14

A13

37日ルールと３日ルールを併用しようかと考えています。注意するポイントはありますか？部署や申請方法などで分けられれば。

銀行における「印鑑届」は税法上、保存を求められる書類ですか？
別の言い方をすると「印鑑届」をスキャナ保存し、紙原本を廃棄しようとする場合は、そのスキャナ保存の要件は電子帳簿保存法に拠り
ますか？それとも一般的なe-文書法に拠るもので構いませんか？

スキャナ保存の対象となる「税務関係書類」には、「扶養控除等申告書」が含まれるのでしょうか？
スキャナ保存を規定する電帳法４条３項では、１項、２項とは異なり「自己が一貫して…」とされていません。また「国税関係書類」を
定義する電帳法２条２号では、「保存しなければならない書類」とされており、「扶養控除等申告書」は所得税法施行規則76の３で、保
存することとされています。

旧QAページ、現QAページ（一問一答）　ほとんど同じ内容で、旧QAページも更新されているように見える内容が多いですが、両方と
も最新の内容が表示されていますか？
/jirei/07_03.html
/jirei/pdf/denshihozon_tougou.pdf
/jirei/pdf/denshihozon_sukyana.pdf

スキャン後（PDF等）と各申請データの保管先と帳簿は伝票No等で一意な紐づけと検索ができれば同じサーバ内になくてもいいのでしょ
うか？

スキャナ保存の承認申請書の項番１「承認を受けようとする国税関係書類の種類、書類の保存に代える日及び保存場所等」の
「受領者等による読取」と「入力方式」の「業務」の両方にチェックを入れて申請すれば併用は可能です。また、部署ごとにルー
ルを変える場合は、「書類の書類」の「名称等」の欄に部署を分けて記入することで、別運用することが可能です。

銀行における「印鑑届」は、「預貯金の口座の設定又は解約に際して作成された書類」（国税庁告示第４号，平成17年１月31
日）に該当することから、国税関係書類の重要書類に当たります。
したがいまして、電子帳簿保存法の要件に従ってスキャナ保存することになります。

国税関係書類としてスキャナ保存の対象となり、扱いは一般書類となります。

スキャン後のPDF等と経費精算データや関連する帳簿データ等を保管するサーバは別でもどこに設置しても構いません。ただ
し、検索用PCやプリンターは、納税地等に備え付ける必要があります。

旧Q&Aは承認申請時期別に３種類掲載されていましたが、平成29年７月４日に現Q&A（一問一答）として「電子計算機を使
用して作成する帳簿書類及び電子取引関係」及び「スキャナ保存関係」の２種類に統合されました。さらに「スキャナ保存関係」
については、取扱通達が平成29年６月21日に改正されたことを受け、所要の整備が行われました。
なお、「統合作業の概要」については、旧Q&Aと新Q&Aの対比が示されています。

Q10

Q11

Q12

Q13

Q14
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電子帳簿保存法  スキャナ保存  Q&A
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冬晴れで穏やかな天気だ。風は冷たい。
仙台圏では１月23日、20センチを超える積雪を記録したが、
順調に解けた。車道に雪はなく渋滞もない。
２月１日午前、仙台市から南に18キロ離れた岩沼市役所の市
史編さん室を訪れた。室長に名刺を渡して用件を伝える。アポ
なしで来たことをわびる。
「岩沼市史で東日本大震災の特別編を作るそうですね」
「2021年度以降の刊行予定です。歴史などの専門家５人にお
願いして震災部会を作り、構成などを検討してもらっています」
「震災対応の行政文書を集めていますか」
「少しですが」
見せてくれたのは、「東日本大震災関係文書綴」と書かれた４
冊のファイルだった。災害対策本部の活動記録などがコピーさ
れている。
「市役所内に提供を呼びかけました」
「これはお宝ですね」
市史編さんに役立てた後、文書をどうするかは決まっていな
い。住民全体の財産として保存・公開してほしいものだ。
背表紙の写真を撮らせ
てもらい、お礼を言って部
屋を出た。
「思い切って福島県の市
町村を訪ね歩くか」
河北新報社が常備する
リース車を走らせ、南に
100キロ以上離れたいわき
市に向かった。

沿岸37市町村にアンケート

河北新報社は宮城県仙台市に本社があり、東北６県に総支
局網がある。震災の津波によって取材拠点や販売店が水没した。
肉親を失った社員もいる。2011年、「河北新報のいちばん長い
日」（文藝春秋）と題する本でドキュメントが紹介され、翌年、
テレビ東京系列のドラマ「明日をあきらめない～がれきの中の新

聞社」が放映された。編集局報道部には震災取材班が常設され、
大震災に特化した取材を７年間続けている。
私が所属する生活文化部は芸術や暮らしに関する記事を出す
部門。2015年、歴史学者で平泉の世界文化遺産登録に尽力し
た入
いる

間
ま

田
だ

宣
のぶ

夫
お

さんの聞き書きをする過程で、東北には重要な公
文書を保存・公開する公文書館の数が少ないことを知った。「県
史の編さんに使われた文書はもちろん、現代の自治体で作られ
る文書は貴重な一次資料になる」と入間田さん。
特に東日本大震災は世界史上の重大な災害であるにもかかわ
らず、東北各県や市町村が震災関連文書をどう扱っているか、
明らかになっていなかった。
「自分で市町村に聞き取りをしよう。重要な文書を残すべきこ
とを読者にも知ってほしい」。こう思い立ったのは今年１月上旬。
企画案を出してデスクに了解をもらった。岩手、宮城、福島県
の沿岸37市町村に電話とファクスでアンケートを依頼した。

16市町村「特別な措置なし」

文書管理を担当するのは主に総務課や文書法制課と呼ばれ
る部署だ。２月下旬までに一部は直接聞き取りをし、全市町村
から回答をもらった。
岩沼市のように、20近い市町村には直接足を運んだ。
アンケートの結果、文書保存に向けた取り組みをするのは21
市町村、「震災前の文書管理規程通り」と答え、特別な措置を講
じていないのは16市町村と分かれた。
以下、グループ分けして紹介する。

【全量保存】
（北から）岩手県野田村、大船渡市、塩釜市、福島県南相
馬市、浪江、双葉、大熊、富岡各町の計８市町村
　�福島第１原発事故で打撃を受けた大熊、富岡町はアーカイ
ブ施設検討会議を開いて行政文書の扱いを検討している。

【選別基準の策定】
　宮城県女川町、多賀城市、仙台市の３市町
　�女川町は、震災の年に作成し５年の保存期間を満了した文
書の選別から始めた。多賀城市総務課は基準に従い、一部

東日本大震災と行政文書
沿岸市町村によって分かれる対応

東北地方の公文書管理事情①

　

河北新報社生活文化部　喜
き

田
だ

 浩
ひろ

一
かず

岩沼市史の特別編を編集するため
各部局から集めた文書
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文書を各部局から引き継いだ。仙台市は15年、歴史公文書
の選別基準を策定。17年、青葉区の旧貝森小校舎を活用
した公文書館の設置を決めた。市中心部に防災メモリアル館
の設置も検討中。震災関連文書はどちらかで収蔵する。

【重要文書の保存を通知】
　陸前高田市、東松島市、宮城県七ケ浜町の３市町
　総務課から庁内に重要な文書を保存するように周知した。

【一部保存】
　�岩手県普代村、釜石市、宮城県南三陸町、石巻市、岩
沼市、福島県楢葉町、いわき市の７市町村
　�釜石市は11年度の文書だけ全量保存。石巻市は手書き文
書の一部をデジタル化。楢葉町、いわき市は「原発事故
の賠償に関する文書は保存」と答えた。

【特別な措置なし】
　�岩手県は宮古市など７、宮城は気仙沼市など６、福島は相
馬市など３の計16市町村
　�「各課の判断で保存期間を延長」「通常の文書管理規程で
運用」と答え、特別な措置を取っていなかった。

書庫・職員の不足、基準作りが課題

歴史的公文書の保存に理解を示す一方、「職員や書庫の不足」
「選別基準の作り方が難しい」といった悩みが聞こえてきた。
専門家に結果を知らせると、「動きのない市町村が多くて驚い
た」という反応が返ってきた。震災から７年が経過し、保存期間
５年以内の文書が廃棄の危機を迎えている。国や県、専門家
による支援が欠かせない。
では具体的にどうするべきか。神戸市の例が分かりやすい。
阪神大震災から４年後の1999年、震災関連文書の全量保管を
決定した。文書担当課が何度も「捨てないように」と通知を出し
たそうだ。
2010年から外郭団体の「神戸都市問題研究所」に委託し、整
理作業を始めた。残された文書は約6,400箱。義援金や仮設住

宅の契約書など膨大な文書が含まれていた。年2,000万円の予
算を付けて選別を進め、震災から20年の節目となる2015年、
情報公開窓口で目録と文書の公開を始めた。
文書の保管、選別、目録作成、公開という流れが見えてくる。
ただし、「住民の意見が反映されていない」という批判もある。

住民交え方針の検討を

国や県はどうだろうか。内閣府は2012年、国の機関に対し、
東日本大震災に関する文書はファイル名で区別し、適切に保存
するように通達を出した。歴史公文書を選別して国立公文書館
に移すレールを敷く。岩手、宮城、福島県は庁内の各部局に震
災関連文書の保存延長などの措置をとった。被災者に最も近い
市町村で取り組みが遅れている。
神戸大の佐々木和子特命准教授は「震災関連文書は防災面
だけではなく、11年の社会を映す重要な史料。住民を交えて今
後の方針を考えるべきだ」と訴える。

全国組織も調査に乗り出す

まとめ記事は河北新報２月25日付朝刊、企画「3・11と行政
文書」を27、28日付朝刊に掲載した。
震災関連文書について、全国の地方公文書館などで組織す
る全国歴史資料保存利用機関連絡協議会は今年、東日本大震
災で被災した東北・関東の７県、189市町村にアンケートを実施。
秋に結果や課題を発表するそうだ。
大震災の貴重な文書を保全する動きが広がっていくことを
願っている。

東北地方の公文書管理事情①

仙台市が公文書館の設置を計画している旧貝森小の空き校舎

2017年３月、全域避難指示が解除され、
役場機能を取り戻した福島県浪江町役場



インタビュー
JFEシステムズ株式会社
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帳票管理から国税関係書類の保存へ

当社は1983年に川崎製鉄株式会社（現JFEスチール株式会
社）の情報システム部門から独立し設立されたユーザー系情報シ
ステム会社です。30年以上にわたり、情報システムの企画から
設計、開発・保守・運用まで、お客様の業務改革をトータルに
サポートしてまいりました。
約1,500名の社員のうち約半分が、JFEスチールと関連会社
に対するシステム開発・運用を行っており、残り半分がグ
ループ外のお客様にソリューションを提供しています。
電子帳票システムに関する事業では、JFEグループおよ
び金融・製造・流通・小売など、業種を問わず幅広いお
客様に自社パッケージ製品を採用いただいております。
当社は、ホストコンピュータで従来大量に紙出力されて
いた帳票をペーパーレスで電子化したいというニーズを受
け、電子帳票システム「FiBridge®Ⅱ」を1999年に開始し
ました。その後、ホストコンピュータによる集中システム
からオープンシステムへの移行に対応したFileVolante®を
2005年に、長期保存が必要なデータを保存・配信するた
めにDataDelivery®を2009年にリリースしました。大量
の帳票を長期間保管し、素早く検索できる開発技術を
FiBridgeⅡで培い、そのノウハウをDataDeliveryに移し

替えたのです。現在はこれをもとに2011年に「帳簿データ保存
ソリューション」、2013年に「電子取引データ保存ソリューション」、
そして2015年にはスキャナ保存改定に対応した「e-文書保存ソ
リューション」を展開してきました。
FiBridgeⅡの販売開始からおおよそ25年、４半世紀を経て
お客様の文書の長期保存ニーズと向き合ったとき、やはり国税
関係の書類の長期保存の要望が多いことが分かり、電子帳簿
保存法に則り正しく長期保存できる方法をお客様に提供するこ

  1  

 

電子帳簿保存法と共に 
20年近く、事業を推進 
電子帳簿保存法
20年近1997 

2005 

1998 

電子帳簿保存法 
（帳簿・書類） 

電子帳簿保存法 
（e-文書/スキャナ保存） 

電子帳簿保存法 
（e-文書/スキャナ保存改訂） 

2009 

2011 

2015 

帳簿データ保存ソリューション 
2013 

電子取引データ保存ソリューション 

e-文書保存ソリューション 

ペーパーレスの推進と
業務改革を実現

文書情報マネジメント業界で活躍するJIIMA会員企業をご紹介

https://www.jfe-systems.com/index.html
本社　〒105-0023　東京都港区芝浦1丁目2-3 シーバンスＳ館

・事業内容： ビジネスシステムインテグレーション／プロダクトベース・ソリューション／
インフラソリューション

・設　　立：1983年９月１日
・資 本 金：13.9億円
・拠　　点： 本社、製鉄所システムプロジェクト、鉄鋼関連事業部、
　　　　　 ほか国内７ヵ所

わが社の
会員企業突撃インタビュー

電帳法関連の事業変革
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とを目指し商品開発を続けています。

自社の取り組みをお客様へ

最近では「働き方改革」というキーワードで、各企業の業務
改革室といった部署から製品の問い合わせをいただくことが多
くなりました。これも時代の流れだと感じています。
当社でも今年１月、本社を墨田区から港区に移転する際、紙
を４割削減することを目指し、袖机をなくして紙をしまっておくこ
とができない仕組みにするなど、オフィス改革を行いました。

精算業務のスキャナ保存については自社でも取り組みを進め
ており、社内の仕組みはすでに出来上がっています。今後、ス
キャナ保存の申請を予定しています。働き方改革ということでは
ありませんが、これらの取り組みを実現するためには業務の効
率化が必須で、この取り組みを身を以て実践することはお客様
に提案するうえでは必要なことです。自社の取り組みがお客様
へ提案を行う際の良い材料となっていくと思われ
ます。

より具体的な提案でお客様の要望を叶える

当社の営業活動の特長としては、導入を検討
されているお客様に対して、運用方法を詳しく説
明し、相談に応えるといった、導入までの筋道
をコンサルタントに近い形で提案できるところに
あります。また、さまざまな導入事例を丁寧に説
明させていただくことで、システム導入のヒントに
していただけたり、導入後の業務をイメージ出来
たりとお客様に安心感を与えることができると考
えています。そのためにも、ユーザー事例は積
極的に公開しています。

比較的スムーズに導入されるのは、コスト削減も動機のひと
つですが、大量の紙を何とかしたい、業務の一環でペーパーレ
スに取り組むといった、強い意識を持たれている企業の方が多
いように思われます。

JIIMAの製品認証を受けて

JIIMAには2005年から加入しています。そして2008年から
は電子帳票分科会に参加してスキャナ保存の規制緩和を望む
ユーザーの声を届ける活動を行いました。現在は法務委員会に
参加し、情報の収集や電帳法の普及啓発を行っています。
また電帳法スキャナ保存ソフトの認証をいただくべく、スミセ
イ情報システム株式会社の経費精算システム「皆伝！」と共同で
「DataDelivery」をJIIMAに申請し、このほど無事に認証を受
けました。「皆伝！」ではスキャナでの取り込みに関わる業務、
経費申請、ワークフロー、タイムスタンプといったデータの取り
込み部分を行ってもらい、当社のDataDeliveryで長期保存、
検索、経理・会計システムとの連動といった部分を担う仕組み
になっています。経費精算システムでの中で「皆伝！」を採用し
たのは、長く経費精算システムとして取り扱いがあったことに加
えて、承認ワークフローのなかで発生する間違い、たとえば添
付した請求書が却下された場合や証票の誤添付といった時など
に対応できる、より精細な部分にまで踏み込んだ運用ができる
点を評価しました。
当社製品は、銀行・生損保・証券・クレジットといった金融
系のお客様を中心に高い評価をいただいております。現在まで、

会員企業突撃インタビュー
わが社の

電帳法対応DataDeliveryの領域

オフィス改革で生まれたコミュニケーションスペース



税務関係書類の電子化保存
運用ガイドラインVer.4.0

平成27年度改正・平成28年度改正 準拠

●第1章　平成27年度税制改正準拠

●第2章　平成28年度税制改正準拠

電子化文書の作成、運用及び保存に関する理念
管理組織
統括管理責任者及び管理責任者の債務
適正事務処理要件
利用者の債務
実務責任者の債務

システムの機能要件
機器の管理と運用
適正事務処理要件による定期的なチェック
マニュアル及び管理記録の整備
教育と訓練

追加改正の目的
重要書類を受領した者が読み取る場合の要件
一般書類を受領した者が読み取る場合の要件
スマートフォン等で税務関係書類を読み取る場合の留意事項 JIIMA事務局  03-5821-7351お問合せは

おもな内容

購入はJIIMAホームページ［出版物・販売品／ガイドライン・解説書］へ
http://www.jiima.or.jp/publishing/hanbai_cd.html

頒布価格　3,500円（会員 3,000円）／税込

国税庁　関連取扱い通達・Q&A　全文掲載！

スマートフォン画質サンプル
など一挙掲載！！
スマートフォン画質サンプル
など一挙掲載！！

22 月刊 IM  2018-4月号

累計で約３千社に導入いただいており、そのうち約２千社が電
子帳簿保存法の適用をいただいています。

電子化で業務改善を訴求

お客様のペーパーレスに対する自覚や業務改善への意識の高
まりは、スキャナ保存の要件緩和がひとつの引き金になったこ
ともあり、当社開催のセミナー等からもよく感じられます。
遠い将来においては、紙での証跡はなくなっていくのかもし
れませんが、まだまだ信頼性を担保しなければ、商習慣として
の紙利用は続くと考えられます。しかし、紙を残し続けない、
それをデジタルの形にして業務改善に役立てる、当社はここに
注力しようと考えています。
今は電子帳簿保存法の領域が中心ですが、お客様の課題を
掘り下げ、他の紙が溢れている分野・領域にも手を広げ、ペー
パーレスに貢献していこうと考えています。電子化は投資対効果

だけではなく、業務改善・働き方改革に寄与できますから、ペー
パーレスをキーワードにJIIMAとも協力して市場への啓発や需
要喚起をしていきたいと考えています。

会員企業突撃インタビュー
わが社の

電子化は働き方改革のためには必要なことです。
業務効率・生産性向上のためにも提案し続けます。
プロダクト事業部 営業部 　　　　　　　 駒村 行則 次長（右）
プロダクト事業部 営業部 企画推進担当　 橋本 裕之 シニアセールスマネー

ジャー（左）
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広報委員　貴市のホームページを拝見して公文書の収集から保
存・公開まで統合的に管理されていることを知りました。まずは
センターが設置された経緯を教えてください。
豊田市　平成17年の市町村合併によって６町村（藤岡町、小原
村、下山村、足助町、旭町、稲武町）が豊田市に合併されまし
た。その後、中京大学の教授など有識者の方々から合併によっ
て旧町村公文書を廃棄することなく、保存する必要性があると
の提言がありました。そして当時新たに建設される市の東庁舎
で文書の保存と公開をすることが決まりました。
広報委員　提言を受けてどのような活動をされたのですか。
豊田市　平成19年度から廃棄となる非現用文書から、歴史的
価値のある公文書を評価・選別する作業を全庁的に開始しまし
た。また各種研修会等への参加、先進自治体への視察等によ
り歴史的価値のある公文書の保存、公開方法の研究を始めま
した。
広報委員　情報公開条例の改正もされたとか。
豊田市　平成25年４月に情報公開条例の一部を改正しました。
情報公開制度の中で歴史公文書の定義を「実施機関が廃棄の
決定をした行政文書を、別に定めるところにより、重要な歴史
資料として、市長が保有しているものをいう」と定め、公開の対
象範囲に歴史公文書を追加しました。その他文書管理規程、
個人情報保護条例も改正し、新たに歴史公文書等管理規程も

設けました。
広報委員　この新しい規程の内容は。
豊田市　選別、収集、移管、整理、保存から目録作成、開示
決定に係る協議、歴史公文書の利用などを定めています。
広報委員　最大の目的は保存・公開ですね。
豊田市　市の歴史的価値のある公文書の将来にわたる保存体
制を確立するとともに、情報公開制度に照らして公開することで
す。これによって本市行政の歩みを広く市民に知らせ、行政運
営の検証と将来の施策への参加の促進を図ることを基本方針と
しています。平成25年４月に窓口を設置し、歴史公文書の公開
事業を開始しました。
広報委員　公文書の保存年限は。
豊田市　１年、３年、５年、10年、30年の保存期間が設定さ
れています。平成16年までは永年保存という区分もありました。
広報委員　永年文書は現在どうされていますか。
豊田市　そのまま書庫に保存されています。来年度から保存年
限の設定、廃棄決定後に目録作成や評価・選別作業を進めて
いきます。
広報委員　旧６町村の公文書は合併後ここに運ばれたのですか。

情報公開制度が支える
歴史公文書の保存と公開
　　豊田市公文書管理センター

JIIMA広報委員会

委員　長
なが

井
い

　勉
つとむ

公文書管理シリーズ 第30弾

　企業城下町として名高い愛知県豊

田市は名古屋駅から約１時間、人口

約42万人の中核市である。豊田市

では公文書館法１上の館としての位

置付けはされていないが、平成25年

４月に公文書管理センターを開設し

た。総務部庶務課八木寛元担当長と

同課の内藤千枝主任主査に開設の経

緯とセンターの役割を伺った。

１　公文書館に関する必要な事項を定めた法律。昭和63年６月１日施行。館長、
専門職員の配置が定められ、公文書館設置の事項は条例で定めることになっ
ている。
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豊田市　旧町村各支所からセンターに現用文書を運び、平成27
年度から３年間かけて整理、廃棄決定、歴史公文書選別作業
をしてきました。１冊ずつ担当課が現物を確認して点検しました。
作業の対象となった旧町村公文書は約４万６千簿冊に上りまし
た。このような作業を体験してきましたので歴史的価値に関す
る判断力が養えました。旧町村が保有していた非現用文書は、
通常の書庫などに保存されていたものを合併直後に歴史公文書
として収集し、現在センターに保管しています。なお旧町村の資
料館などが保有していたものは、教育委員会文化財課が引き継
いでいると思われます。
　歴史公文書にはバーコードを貼付して配架しています。バー
コードには配架場所、収集年度、箱番号、フォルダ番号、件名
番号、チェックデジットを表示しています。
広報委員　早くからファイリングシステムを導入し、しっかりし
たファイリングができていたようですね。
豊田市　確かに当市では早くからファイリングシステムを導入し
ています。各課に１年任期の文書担当者・文書管理者を置き、
定期的な職員研修、ファイリング状況の点検や各課の書庫点検
などを実施しています。
広報委員　現在、歴史公文書の保存までの流れはどのように
なっていますか。
豊田市　公文書の保存期間が満了し、担当課が廃棄決定した
文書から豊田市歴史公文書選別基準に基づいて庶務課でフォル
ダタイトルを見て１次選別し、その後、文書の内容を確認し、
文化財課の協力を得て２次選別します。２次選別終了後、保存

決定した文書は収集年度、事業ごとに整理し、公文書管理セン
ターの書庫で保存管理します。
広報委員　１年間に発生する歴史公文書はどのくらいありますか。
豊田市　平成27年度で廃棄対象21,000フォルダのうち、紙文
書15,000フォルダから183フォルダ、平成28年度の場合、同じ廃
棄対象21,000フォルダのうち、紙文書4,000フォルダから178フォ
ルダが歴史公文書となりました。
広報委員　その選別方針は。
豊田市　歴史公文書は市民と行政の共通の財産として永く後世
に伝えられ、豊田の歴史形成に寄与するもので、３項目ありま
す。①市民の生活の推移が歴史的に跡づけられるもの　②行
政の推移が歴史的に跡づけられるもの　③昭和20年代以前に
作成し、または取得したものとなっています。
広報委員　文書管理システムの現状は。
豊田市　平成17年度から文書管理システムを独自に開発し運用
を開始しています。歴史公文書への移行を支援するレコードス
ケジュール機能や選別機能もあります。その他のシステムでは情
報公開用歴史公文書目録検索システム、開示請求管理システム
が稼働しています。
広報委員　現在公開している歴史公文書の数はどれくらいあり
ますか。
豊田市　約8,500冊あります。旧町村の公文書の中には明治期
以降の公文書も多くあります。
広報委員　市民の利用はいかがですか。
豊田市　利用実績はまだ数件のみです。公文書の原則的廃棄
をやめ、必要なものを後世に残すことを始めたばかりで、市民
が見たいような文書はそれほど保有してません。将来の市民が
見た時にその当時の経緯や考えがわかるような良質な文書作成、
ファイリングなどを行っていくことの方が重要だと考えています。
広報委員　愛知県内に38市町村ありますが、公文書館は他に
名古屋市だけですね。

旧町村公文書の数々

歴史公文書の公開に情報公開制度を用いています。
八木寛元担当長（右）と内藤千枝主任主査（左）

歴史公文書は
バーコードで管理
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豊田市　豊橋市、岡崎市などの中核市が県内にありますが公
文書館の設置の動きは聞きません。
広報委員　センターの業務は何名体制ですか。
豊田市　文書担当が４名で文書管理、情報公開、個人情報保
護を担当し、公文書整理などの作業を臨時職員３名で行ってい
ます。
広報委員　閲覧室にリーダープリンターがありますがマイクロ
フィルム化は実施されていますか。
豊田市　継続的に撮影しています。原本の廃棄と書庫の圧縮を
目的に進めています。マイクロフィルム化後は原本を廃棄するこ
とが前提です。
広報委員　デジタル化はいかがですか。
豊田市　電子化文書の原本性確保などJIIMAから情報を得て
いますが、結局公文書の証拠性は裁判所次第となっていますの

でシンプルなJIIMA標準を定めて欲しいですね。
広報委員　次年度以降の課題は。
豊田市　先ほど話したように永年保存文書の評価・選別業務を
予定しています。この中には貴重な伊勢湾台風関連文書や写真
などあるかもしれませんね。
広報委員　本日はありがとうございました。

公文書管理シリーズ　第30弾 豊田市公文書管理センター

豊田市公文書管理センター
http://www.city.toyota.aichi.jp/index.html（豊田市）
〒471-8501　愛知県豊田市西町3丁目60
開　　　館：平成25年４月
施　　　設：�491.52㎡（事務室81.92㎡　閲覧室81.92㎡　書庫327.68㎡）
所�蔵�資�料：�公開対象歴史公文書�8,425冊、行政資料�約5,800冊
開�室�時�間：月曜日から金曜日�午前８時30分～午後５時00分
　　　　　　（土・日・祝・年末年始休）
交�通�案�内：�名古屋鉄道豊田市駅下車�徒歩10分、
　　　　　　愛知環状鉄道新豊田駅�徒歩15分

話は古くなるが、平成13年11月、全国歴史資料保存利用機関連

絡協議会（全史料協）は当時の片山虎之助総務大臣に「市町村合併時

における公文書等の保存について（要請）」を提出した。これは昭和

28年10月の町村合併促進法施行時に新市町村に引き継がれずに膨

大な公文書が廃棄されたことを二度と繰り返さないための要請であ

る。その結果、平成14年２月、総務省自治行政局市町村課長名で全

国市町村合併部長宛にその要請を周知徹底する通知を出した。その

後、国立公文書館は平成17年６月に全国の公文書館にアンケート調

査を実施した。内容は公文書館が事前に旧市町村の公文書の所在や

保存の調査をしたか、市町村に助言などを実施したかといった質問

だった。さらに同様なアンケートを１年後にも実施したが、改善の

方向に進んでいたようには見られなかった。なかには第二の廃棄を

危惧してしまう自治体や合併前に大量廃棄した事実、旧自治体支所

に放置したままであるなどの状況報告も散見されたが、それから10

年経過した今、どのような改善策がとられ、保存されているのか興

味は尽きない。

しかし、このような国からの通達、都道府県からの要請、国立公

文書館からのアンケートなどの文中に「公文書の情報公開」の文言が

見当たらない。行政活動や政策決定のプロセスを語る公文書を管理

することは、まさに行政の説明責任のためであり、情報公開と公文

書管理は車の両輪と言われる所以であるから、公開のために廃棄で

きないことは大いに訴求すべきだったろう。

これまでの取材活動において、このような合併を契機に公文書の

散逸などを危惧して、公文書館を設置またはそれらの収納場所の確

保や保存をしていた自治体は、静岡県磐田市、茨城県常陸太田市、

長野県松本市であった。今回取材した豊田市の特長は、合併した旧

６町村の公文書の整理のみならず、情報公開制度の中で、歴史公文

書の公開を主眼に公文書管理センターを庁舎内に設置したことであ

る。言い換えれば将来の視点で情報公開と良質の公文書管理を推進

している。

さて新市制への合併後、豊田市は市長の意向と有識者からの提言

を受け入れ、関係各課から構成する検討会議を立ち上げて調査にか

かったという。これは職員のファイリングの意識改革にもつながっ

たことだろう。どの自治体にも情報公開条例はあるが、その中に歴

史公文書をも対象としているケースは少ない。豊田市のような情報

公開の対象範囲の拡大が公文書管理の見直しと公文書館の設置につ

ながると期待したい。

インタビューを終えて

マイクロフィルムリーダープリンター（左・中央）で文書閲覧も

情報公開請求を待つ歴史公文書
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JIIMA　税務書類スキャナ保存
専門営業育成集中講座を開催

日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）
は２月19日・20日の両日、税務関係書類
のスキャナ保存を検討するお客様への提
案力を強化するための専門営業育成講座
を東京・日本橋で開催した。 

電子帳簿保存法の平成27・28年度改
正で要件緩和された税務関係書類のスキャ
ナ保存は、累計承認件数が1,050件と、
２年前に比べて約７倍の驚異的な伸びを
示した。その底上げを図るべく、専門知識・
専門的な提案力を養いたいというベンダー
の声に応えて育成講座が企画された。

元東京国税局情報技術専門官で税理
士の袖山喜久造氏、龍真一郎氏、坂本真
一郎氏、JIIMA法務委員長、専務理事が
講師を務め、電帳法の改正要件のみならず、
経理業務のプロセス、法人税法・消費税
法上の規定、電子取引などの解説が行わ
れた。またこれまでJIIMAに寄せられたQ
＆A、導入事例も公表された。受講者は、
実際のコンサルティング業務の手順を学
んだほか、スキャナ保存演習、意見交換
をして実践さながらの提案力を身に付けた。

この税務書類スキャナ保存専門営業育
成集中講座は申し込みが多く好評のため、
JIIMAでは第２弾を計画中。

日経産業新聞フォーラム開催
働き方改革に電子文書の活用を

国税関係書類スキャナ保存要件の規制
緩和３年目を迎え日本経済新聞社では、
文書の電子化によりもたらされる業務の
効率化、働き方改革への寄与をテーマに

「文書電子化で実現する生産性向上」と題
して２月22日東京・千代田区でセミナー
を開催した。

基調講演はJIIMA高橋通彦理事長。さ
まざまな業界で本格化しつつある働き方
改革や電子化の例を示しつつも、世界に
おける日本企業の生産性の低さを指摘、
テレワークも限定的なものに留まっている
と憂いた。文書情報マネジメントは、人手
からコンピュータ管理にシフトしていく方
向となり、国の施策と相まって、今後はAI
技術等の活用で生産性向上、働き方改革
が進むだろうと予測した。JIIMAはそのた
めの文書流通基盤を作っていくと述べ、
文書情報流通がデジタルトランスフォー
メーションをけん引していくと展望した。

ほか、スキャナ保存と経理精算システム
の連携をマネーフォワード社が、ペーパー
レス化提案をインテック、JFEシステムズ
社らがそれぞれPR講演した。

設備・建設業者らが参加
設計図書電子化ガイドライン発表セミナー

昨年12月発行したJIIMA「建築設計業
務における 設計図書の電磁的記録による
作成と保存のガイドライン」は紙図面を多
く保有する建築業界の注目を引いている。
JIIMA建築WG（橋本貴史委員長）はガイ
ドライン完成を記念し、設計図書の電子
化の利点と手法のポイントを解説するセミ
ナーを３月７日東京・渋谷区にて開催した。

まず国土交通省建築指導課の藤原健
二企画専門官が登壇し、行政の電子化計
画、近年の建築確認の電子申請状況を説
明した。建築に関わる手続きや書類は多

いが法律で電磁記録・保存が可能となっ
ており、事務作業の低減・業務効率化、
保管スペースの削減や設計情報の利活用
のためにも電子化を進めてほしいと訴えた。

ガイドラインの内容については建築WG
川谷聡副委員長が解説。建築士法に照ら
し、設計図書を電磁的記録（電子データ）
により作成し15年保存、書面をスキャニ
ングして15年保存する場合のガイドライ
ンであると前置きし、法的根拠、具体的
手法をケースにあわせて説明した。また
勘違いされやすい点については当日改訂
版を用意し、補足説明をした。電磁記録
による作成と保存は、これまでの紙面（書
面）での作成・保存になんら影響を与える
ものではないと理解を促した。

国立公文書館　アーキビストの
職務基準書の策定を検討

国立公文書館が平成26年度から取り
組んできた「アーキビストの職務基準書」
作成が次のステップに移った。

アーキビストの職務基準書は、アーキ
ビストがどのような仕事をするのかを明確
に示したもの。アーキビストの使命や倫理、
必要とされる知識や技能が記される。基
準書により各公文書館等でアーキビスト
の採用や配置・育成に活用できるほか、
国立公文書館では将来的にこれをもとに
公文書管理に携わる専門家の公的資格に
結び付けたい意向だ。

昨年５月から外部有識者らで検討会議
を結成、３回の会議を経て本年度中には
検討結果を出したいとしている。その後は
アーカイブズ関係機関協議会構成団体や
全国の公文書館等に意見を求め、来年度
内にさらなる検討を行うとしている。

ECMサミット
AI 時代の情報管理を議論

JIIMA ECM委員会（石井昭紀委員長）
は２月26日、東京・港区で恒例のECM
サミットを開いた。

紙の帳票をRPAやAI技術の活用で、自
動的に読み込みデータ化する取組みと
ECMの関係について討論した。
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ABBYYジャパンはECMなどのバック
エンドシステムとの親和性を解説、日本ア
イ・ビー・エムは自社のOCR+RPAソリュー
ションの特長を、PFUはキャプチャーサー
ビスをPR。パナソニックソリューションテ
クノロジーは映像が持つ膨大な情報利用
について講演した。

NDL　１クリック検索で画像公開

国立国会図書館（NDL）では、デジタ
ルコレクションに収録されている明治から
昭和20年までに刊行された写真集を１ク
リックで検索できる「明治から昭和前期に
刊行された写真集」を２月16日公開した。
http://dl.ndl.go.jp/ja/photo.html

都道府県名や人物、建築・建設、スポー
ツ、関東大震災などの項目から、2,600
点以上の写真集を用意に検索できる。構
成は「地域編」と「事項編」に分かれている。

セコムトラストシステムズ
入出金伝票の電子保存を実現

セコムトラストシステムズ株式会社（会
員No.1020、代表取締役社長・林慶司氏）
は昨年12月22日、朝日信用金庫の入出
金伝票などの国税関係書類のスキャニン
グによる電子保存を国内で初めて実現し

たと公表した。
国税関係書類のスキャニングをするた

めには、個々の書類にタイムスタンプを施
す仕組みが必要だが、セコムトラストシス
テムズはこれを大量に発生する入出金伝票
に実現したという。朝日信用金庫では、ス
キャニングした大量の入出金伝票画像と
取引データを高速かつ正確に紐づけるシス
テムを開発、セコムはタイムスタンプまと
め押しの標準技術であるERS技術をこれ
に応用した。朝日信用金庫では、この運
用で月間約32万枚発生する紙の国税関
係書類が保管ゼロになる見通しだと述べ
ている。

寺田倉庫、freee　税理士・会計士
事務所向けサービスを展開

寺田倉庫株式会社（会員No.913、代
表取締役社長・中野善壽氏）とfreee株
式会社（会員No.1021、代表取締役社長・
佐々木大輔氏）は昨年12月、税理士・会
計事務所向け記帳業務効率化サービスで
業務提携した。
「クラウド会計ソフトfreee」有する自動

仕訳機能と寺田倉庫の「スキャニング代
行」「文書保存」「文書廃棄」サービスをパッ
ケージ化した。紙の証憑を寺田倉庫がス
キャニングや保管などを行い、顧客は格
納先の電子データにアクセス、クラウド

会計freee上でOCRや人工知能による推
測機能を利用し仕訳する。証憑管理・記
帳にかかる時間を大幅に短縮できる。

PFU　BCN AWARDスキャナ部門
最優秀賞を８年連続受賞

デジタル家電やパソ
コンなど年間販売台数
No.1メーカーを決める
BCN AWARD 2018
で、株式会社PFU（会
員No.863、代表取締

役・長谷川清氏）は、スキャナ部門の最
優秀賞を獲得した。８年連続の受賞。パー
ソナルドキュメントスキャナ「ScanSnap」
シリーズを中心に2017年のスキャナ販売
台数がシェア37.3％と奮った結果だ。受
賞を記念しPFUではテレビ・カメラ、クラ
ウドサービスなどが当たるキャンペーンを
展開中。

JIIMAに寄せられた情報にて構成
スペースの関係上、記載の省略あり各社ニュース

移転のお知らせ
株式会社コンカー（会員No.1019）

３月５日より下記に移転した。
〒104-0061　東京都中央区銀座井6-10-1
　　　　　　  GINZA SIX 8F

公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）

平成30年5月24日（木）　16：30 ～18：00

御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター Room B　東京都千代田区神田駿河台4-6

（１）第57期 事業報告および収支決算に関する件
（２）第58期 事業計画および収支予算に関する件
（３）その他

問い合せ　　JIIMA事務局　TEL 03-5821-7351

通常総会終了後に総会懇親会を開催いたします

日　時

場　所

議　案

第57回　通常総会　ご案内
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長野県立歴史館

当館が所蔵する鳥
と

羽
ば

院
いんの

庁
ちょう

下
くだし

文
ぶみ

は、平安

時代の荘園支配を巡る訴訟に対して下さ

れた裁定を示すもので、現存する東日本

最古の古文書です。鳥羽法皇の政務機関

である院庁より出されたもので、天養二

年（1145年）七月九日という現存する

院庁下文のなかでは早い時期に発給され

た院庁下文の原本にあたります。

ここには、「院庁下」にはじまり、その

下に充所が記され、書き止めに「故下」

の文言が読み取れます。また、院庁も実

務を担当する別当以下の院司の位署が連

ねられており、日下に主典代の位署があ

ります。この時期の院庁下文の充所・内容は、院御領、院御願寺及びその寺領、女院領など院庁と特別の関係があるものに限ら

れていますが、本文書の場合も、鳥羽法皇の御願（御願当初は鳥羽天皇）により建立された最勝寺の所領である信濃国小川庄に、

院庁の命令を下したものです。院政の実態、寄進された荘園の構造、中央の王臣家や有力武士と信濃の在地勢力との関係、在地

における武士の様相など多くの点において実に興味深い内容を有するものです。このため、平成10年（1998年）に国の重要

文化財に指定されています。

■お宝文書投稿募集中！！　所蔵する貴重な文書・特長ある文書を貴館のご紹介と共に掲載します。ご連絡は編集部まで。

http://www.npmh.net/
〒387-0007　長野県千曲市屋代260-6 科野の里歴史公園内
TEL. 026-274-2000（代表）　FAX. 026-274-3996

　当館は、歴史博物館としての位置づけと、長野県の歴史公文
書等を収集・整理・保存する公文書館機能をあわせもつ複合施
設です。温湿度管理された書庫内には、33万点を超える公文書
等が収蔵されています。特に歴史資料として収蔵される公文書は
戦火を受けず、戦前の公文書が多数残されました。このため、幕
末から昭和21年までの公文書10,783点は、「長野県行政文書」
として、平成20年に長野県宝（県指定文化財）に指定されました。

◆ わが館の特長

◆ 所蔵品
紙文書関連 330,000点 写真・スライド 150,000点
マイクロフィルム 400リール
その他　文献関係の指定文化財：重要文化財１件、長野県宝３件
（清水家文書・長野県行政文書、他）

長野県立歴史館所蔵　鳥羽院庁下文（重要文化財）

わが館の
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世の中は、リアルな画像だけではなくCG（コンピュータグラフィクス）を駆使した画像やVR

（バーチャルリアリティ、日本語では仮想現実感と呼ばれています）とCGを融合した画像が溢れ

ています。またVRでは、触覚情報も計算機で扱えるようになり、さまざまな新しい応用が実現

されるようになりました。筆者は10数年前にVRを用いた医療のトレーニングシステム開発を国

の研究費を受け、この分野ではわが国の先駆的な研究を担いました。その時代から比較するとこ

の分野の研究技術進歩は著しいものがあります。それだけに、影の部分も目立つようになりまし

た。これまでの経験を踏まえ、日頃VRについて感じていることを述べたいと思います。

度々このコラムでも触れましたが、歩行時、電車の中ばかりでなく自転車や車の運転中にまで

スマホを手放なさない人を数多く見受けます。「狭い日本そんなに急いでどこに行く」という交

通標語がありましたが、緊急を要する連絡ではなくSNSやラインなどで友人知人間での情報交

換の他は、ゲームに熱中している人が大部分です。次から次と新しいゲームが生み出され、内容

も一層過激になっているように感じます。一時のポケモン探しや新しい武器を使って悪人、怪獣

を滅ぼし、また復活した悪人と対峙するようなゲーム、戦争、大量虐殺も当然のように行われて

います。善悪の判断が乏しい低年齢の学童に良い影響を与えるとは思えません。最近増えている

未成年による暴力、殺人事件などは、このようなゲームの影響が多大であると指摘する専門家も

います。

また、ネット通販が急激に売り上げを伸ばしています。買い物でも実際に店頭で実物を見るの

でなくネットだけの情報で高価な品物を購入する人が増大しています。最近話題となっている

ビットコインなどの仮想通貨もまさにバーチャルな世界です。待つということが苦痛となり読書

などによってそのシーンを頭で想像するのではなく、考える間もなく映像が答えを出すVRやCG

の世界の負の側面は無視することができません。

もちろん、負の側面以上にその恩恵も膨大です。例えば、世界の情報が瞬時に手に入り、ネッ

トの世界が人間の視野を広げていることも確かです。また、ネット通販は、過疎地や買いものに

行けない高齢者や病人にとっては素晴らしいサービスです。通販の世界では、これまでその商品

の形状や色などはある程度知ることができましたが、近い将来映像だけではなく手触りなど触覚

情報も考慮して商品を選ぶ時代が到来すると期待されています。

 触覚情報が計算機で扱えるようになったことは、医学の分野へも大きな可能性を開いています。

筆者らが10数年前注目したことは、医療トレーニングシステム開発でした。医師は、医師免許

取得後臨床の現場でいろいろな手技を習得しなければなりません。注射、切開、縫合などの手技

は、人体模型の他、これまで長期間にわたり実際の患者や検体、サルなどの動物を使って訓練さ

れてきましたが、検体の激減、動物愛護や人権擁護などからリアルな世界でのトレーニングは非

常に困難になっています。そこで、私どもは医師と協力しより高度な手技である中心静脈穿刺や

腰椎穿刺シミュレータ、内視鏡、腹腔鏡を用いた胆嚢摘出手術シミュレータをファントムと呼ば

れる触覚情報を計算機に取り込むシステムを開発しました。注射器が血管に挿入される感触や鉗

子が肝臓や胆嚢に触れる感触が手に伝わり、外科医からもそのトレーニングシステムとしての有

効性が認められています。VRを医学へ応用するうえで不可欠の問題は、人体の正確なリアル映

像です。外国の例ですが、死亡した人体を冷凍して数ミリメーター幅で輪切りとして３次元カラー

映像を作成し、バーチャル人間として販売されています（死刑囚の人体を用いたと聞いた記憶が

ありますが真偽のほどはわかりません）。日本では、人権などからこのようなデータを作成する

ことはできませんが、このデータからは人体のどの部位でも３次元カラー画像を取り出すことが

可能です。我々は、モラルの問題もあり使用することは出ませんでしたが、このデータを使った

外国人による研究報告は今でも深く印象に残っています。このようなVRやCGの技術は、AIやビッ

グデータの応用と結びつきロボットや自動車の自動運転などへの応用が期待されています。

このような実世界との融合を目指す応用は別として、VRはあくまで仮想現実感でありリアル

な実世界を模倣しているにすぎません。我々は、リアルな世界で食料、生活用品を製造し電気や

ガスを使って生きています。巷では、製造業を古いとか、バーチャルな世界がすべてであるよう

な風潮もありますがバーチャルはあくまでバーチャルであり、リアルな世界、自然、環境をもっ

と大切にするような教育が必要だと考えています。

温
故
知
新
コ
ラ
ム

三宅 洋一（みやけよういち）
1968年千葉大学大学院修了。東京工
業大学工博、スイス連邦工科大学留学、
京都工芸繊維大学助教授、千葉大学助
教授を経て1989年千葉大学教授。同
大学医工学センター長を務め2009年定
年退職。現在千葉大学名誉教授、東
京工芸大学理事。日本写真学会会長、
米国画像科学技術学会副会長、日本鑑
識科学技術学会（現日本法科学技術学
会）理事長、ロチェスター大学客員教授
等歴任。米国画像科学技術学会（IS&T）
名誉会員、日本VR医学会名誉会員、
Edwin Land Medal（OSA）、電子画像
賞（SPIE、 IS&T）など多数受賞。ディジ
タルカラー画像の解析評価等著書多数。

バーチャルリアリティ― 光と影 ―



■新製品に掲載希望の方は、編集部宛送付ください。
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インクカートリッジよりも大容量。インク
パックシステムを搭載したビジネスインク
ジェット複合機とプリンター。

■特長
◦ 省スペースと大容量インクという相反する

要望に応えたコンパクト性能。M884F
は、幅425mm奥行535mm。病院や
店舗のカウンター、バックヤードに最適。

◦ 大容量インクパックで交換頻度を大幅
減。モノクロ最大10,000枚、カラー
最大5,000枚の出力を実現。

◦ ファーストプリント、モノクロ4.8秒、
カラー 5.3秒。またスキャンスピードは
プレシジョンコアプリントヘッド搭載に
よりモノクロ／カラーともに約24ipm。

◦ 用紙カセットは標準で250枚、背面MP
トレイ80枚、これに増設カセット（オ

プション）をセットすれば最大880枚
まで給紙が可能。

◦ 特殊用紙、長尺用紙に対応。ミシン目
入り用紙、発送伝票などの用紙も通紙
確認済み（要導入前確認）。

◦ 紙分離ローラー採用で重送抑制。
■価格（税別）
PX-M884F（複合機） 49,980円
PX-S884（プリンター） 32,980円
■お問い合わせ先
セイコーエプソン TEL0266-52-3131
エプソン販売 TEL03-5919-5211
https://www.epson.jp/ 

省スペースと大容量インクを実現した複合機・プリンター
PX-M884F／ PX-S884

セイコーエプソン㈱
エプソン販売㈱

クラウド連携、管理性を強化したオフィス向け複合機
imageRUNNER ADVANCE Gen3 2nd Editionシリーズ

キヤノン㈱
キヤノンマーケティングジャパン㈱

高品質な基本機能を継承しつつクラウド連
携を強化した複合機。7シリーズ30モデル。
■特長
◦ クラウドサービスとの連携を実現する新

機能「uniFLOW Online Express（ユ
ニフロー・オンライン・エクスプレス）」
を全モデルに標準装備。専用サーバの
購入や維持管理が不要で、個人認証機
能を低コストで導入できる。uniFLOW 
Online（有償・４月対応予定）を使えば、
外部クラウドサービスとの連携が可能。

◦ 新たな情報管理システム「Therefore
（ゼアフォア：有償）との連携で、案件
や文書の種類ごとに検索できる高度な

文書管理が実現。
◦ 設定情報を定期的かつ自動的にクラウド

環境にバックアップでき、管理者により
安心した運用環境を提供。

◦ 本体の操作パネルを活かし、さまざまな
コンテンツを表示できる「ビジュアルメッ
セージ」機能を搭載。

◦ ユーザー別利用情報や管理レポートを
サーバに保存、コスト管理意識の向上に
活用可能。

■価格（税別）
imageRUNNER ADVANCE C7500/
C5500/ C3500 シリーズ2nd Edition　　

1,350,000円～　ほか

■お問い合わせ先
お客様相談センター
TEL050-555-90056
http://cweb.canon.jp/office-mfp/index.html

PX-M884F

imageRUNNER ADVANCE C5560F Ⅱ オプション装着時
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御社の文書管理診断します！
文書管理達成度評価・調査ご協力のお願い

詳細は下記URLを参照ください。

http://www.jiima.or.jp/doc_mng/

「皆さんの組織の文書管理のレベルはどのくらいですか？」
すぐ答えられる方はどれだけいるでしょうか？

　各組織では、内部統制、説明責任など、社会のさまざまな要請にもとづいて文書管理を実践していま
す。しかし、文書管理のレベルを測る仕組みがなく、これで十分なのか、不足している点は何かを知るこ
とが難しいのが実情だと思います。 
　JIIMA文書管理委員会では、そんな疑問を解消し、各部門が正しく文書管理ができているかを診断する
サービスを開始しました。貴社組織の現状を回答用シートに書き込み送付いただければ、文書管理委員会
が診断しお返しします。
　将来的にはご提供いただいた情報を元に、日本における組織の文書管理現状をまとめ、その中で各組織
がどのレベルに位置づけられるかをわかるようにしたいと考えています。
　自社の文書管理に関心がある組織の方々のご利用をお待ちしています。

• �自社の強みや弱みを明確に把握することができるとともに、取り組むべき方向性も明らかにな
り、文書管理の改善に結びつけられます。
• �他社のレベルと比較できるようになり、自社の文書管理推進の動機付けになることが期待できます。
• �一定の時間が経過した後に再評価することにより、自社の改善の度合いを確かめることができます。

メリット

診断結果例
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東京に住んで早三年になりますが、この季節になり常々思うことは、やはり雪って降らないんだなぁということです。私の出身
地は岩手ですが、この季節になると道路は完全に雪が積もっているのが当たり前でした。少し時期外れかとも思いますが、クリ
スマスに雪が降らないということも少ないくらいです。都内の人が憧れるホワイトクリスマスなんて毎年当たり前と思っていたほどで、
何がいいのかなと子供の頃は疑問に感じていました。また、冬の体育の授業にはスキーがありましたので、都内の人で一度もスキー
をしたことがないということにもびっくりします。「東北の人は誰でもスキーできるんでしょ？」なんてことはよく言われますが、あな
がち間違えではないのではないかとも思います。

ただ、地域が違えば雪が珍しいということは当然なのかもしれません。私の地域では、夏にほとんど台風の影響を受けません。
台風が東北に到達する頃には、ほとんどの場合で温帯低気圧
に変わってしまうからです。九州の方は夏になると台風の影響
を受け、倒木や冠水などの被害にあわれているのをニュースなど
で目にします。私が九州に行き、台風を目の当たりにしたときには、
きっと驚くのではないかと思います。味が濃いうすい、肌の色
が濃いうすいなど地域によって人それぞれだなと思います。

今年は東京でも二度の大雪になりました。電車は止まるし、
交通渋滞は起きるしで、通勤は大変ですし、業務は止まるた
め雪は降らないでほしいとも思います。ただやはり東北の血が
流れているからか雪が降ると少しだけ気持ちが高まるような気
もするのです。

（菊池幸）

編集委員から編集委員から

奥羽山脈のふもと岩手県北上市の雪景色
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■各種委員会に参加でき、具体的な活動の中で、視野を広げ、

交流を深めることができます。

■各種セミナー、研修会、eドキュメントJAPANの出展に安価な

費用で参加できます。

■JIIMAの最新活動をメールマガジンなどで優先的に入手できます。

■マネジメント導入事例、最新の技術動向、国内・海外事情な

ど、有益な情報をいち早く入手できます。

■各種参考出版物、商品 （解像力試験標板、試験図票、ター

ゲット）が割引価格で購入できます。

■国際的な文書情報マネジメントショー（AIIMなど）のツアーに
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日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）は内閣総理大臣から認定された公益法人です。設立55年の歴
史を誇り、国際規格ISO/TC171（文書画像）の日本審議団体でもあります。画像情報マネジメント関連、
国内唯一の団体で、会員企業も中小から大企業まで全国にわたり、その数は200社を数えています。
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